
全壊
大規模

半壊

中規模

半壊
半壊 準半壊

1 不要 ー ー ー ー ー

2 必要 ○ ○ ○ ○ ー

3 必要 ○ ○ ○ ー ー

4 不要 ー ー ー ー ー

5 不要 ー ー ー ー ー

6 必要 ○ ○ ○ ー ー

7 必要 ○ ○ ○ ○ ー

8 必要 ○ ○ ○ ○ ー

9 必要 ○ ー ー ー ー

10 必要 ○ ○ ○ ○ ー

11 必要 ○ ○ ○ ○ ー

12 必要 ○ ○ ○ ○ ○

13 必要 ○ ○ ○ ○ ー

災害で被害を受けた受給者（家財または住宅

などの財産について、被害金額がおおむね２分の

１以上の損害をうけた方で、所得制限により、児

童扶養手当の支給が停止されている方）

子育て支援課

子育て支援係

本庁舎１階

内線306

罹災証明書

災害により被災した住家等の所有者・居住者の方が、被災

者生活再建支援金の申請や保険の請求等をする際、「災害

による被害の程度」を証明するもの

災害により被災した住家等の所有者・居住者

税務課資産税係

本庁舎１階

内線255,256

固定資産税の減免 固定資産税の税額を減額
納税者の所有する固定資産が災害により著しい

被害を受けたとき

問合せ№ 制度名称 制度概要 対象者

罹災証明書の被害程度

「○」対象、「ー」対象外罹災

証明書

税務課資産税係

本庁舎１階

内線255,256

町民税の減免 町民税の税額を減額

・災害により、納税者が死亡又は障がい者となっ

たとき

・災害により、納税者が生活保護法による生活

扶助を受けることとなったとき

・災害により、納税者の住家又は家財が滅失又

は著しく損傷を受け、かつ、前年の合計所得金

額が1,000万円以下であるとき

税務課町民税係

本庁舎１階

内線253,254

徴収の猶予

納税者が災害にあった場合や、事業を廃止した場合など、租

税等を一時に納付できない場合に、納税資金の調達や資力

回復のための時間的余裕を与えるため、その申請において、

徴収を猶予する制度（通年制度）

一時に納付が困難と認められる納税者

税務課収納係

本庁舎１階

内線251,246

申告期限の延長
町民税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、法人町民

税、町たばこ税、入湯税の申告期限の延長

災害により期限までに申告できないと認められた

方

税務課町民税係

税務課資産税係

本庁舎１階

内線253,254

内線255,256

災害による国民健康保険税等の

減免

災害(風水害、火災等)により損害があった世帯で、自己の資

産、能力等の活用を図ったにも関わらず、なお保険税を納付

することが困難と認められる場合に、申請により保険税の一部

又は全部を減免するもの

・以下の条件すべてを満たしている世帯

①風水害、火災、震災等により、所有する住宅

や家財が価格の30％以上の損害を受けた世帯

②前年の所得金額が600万円以下の世帯

※低所得世帯に対する軽減（２割・５割・７

割軽減）、未就学児に対する軽減、産前産後

期間に対する軽減のいずれかを受けている世帯

は対象外

町民課保険年金係

本庁舎１階

内線274,275

国民健康保険一部負担金の減

免及び徴収猶予
保険医療窓口で支払うべき一部負担金の減免、徴収猶予

災害により死亡、若しくは障がい者となり又は資

産に重大な損害を受けた被保険者

町民課保険年金係

本庁舎１階

内線274,275

後期高齢者医療保険料の減免
被災した日の属する月以降６カ月以内のうち、被保険者資

格を有する月の月割保険料相当分を減免

災害により現住する住宅について著しい損害を受

けた被保険者

町民課保険年金係

本庁舎１階

内線275

国民年金保険料の減免

災害によって財産に相当の被害を受け、国民年金保険料の

納付が困難な方は、申請により保険料の納付が免除等され

る場合がある

災害により住宅、家財、その他の財産のうち、被

害が最も大きい財産に関わる被害額がその価格

のおおむね２分の１以上の方

・町民課保険年金係

本庁舎１階

内線247,274

・平塚年金事務所

0463-22-1515

保育料の減免 保育料の減免
大磯町が保育料額を決定している保育園等に

通っている子がいる世帯

子育て支援課

保育園・幼稚園係

本庁舎１階

内線317,318

介護保険料の減免

災害によって財産に相当の被害を受け、介護保険料の納付

が困難な方は、申請により保険料の納付が免除等される場

合がある

震災、風水害、火災その他これらに類する災害

により、住宅、家財その他の財産について著しい

損害を受けた方

災害見舞金の支給

災害救助法の適用を受けない、風水害、火災等により住家

等に被害を受けた被災者を応急的に援護するため、支給す

るもの

被災時に大磯町に居住し住民基本台帳に登録

されている方で、以下のいずれかを満たす場合

①災害により居住している家屋が損壊、焼失、

流失または床上浸水したとき

②その他災害住家等の状況により、特に必要と

認めたとき

福祉課高齢福祉係

保健センター１階

内線302,315,316

福祉課地域福祉係

保健センター１階

内線303,314

大磯町等の被災者支援に関する各種制度一覧

児童扶養手当の特例措置
損害を受けた月から翌年の10月までの支給停止を解除し、

手当を支給するもの



全壊
大規模

半壊

中規模

半壊
半壊 準半壊

問合せ№ 制度名称 制度概要 対象者

罹災証明書の被害程度

「○」対象、「ー」対象外罹災

証明書

14 必要 ○ ○ ○ ○ ー

15 必要 ー ー ○ ○ ○

16 必要 ○ ○ ○ ○ ー

17 必要 ○ ○ ○ ○ ○

18 不要 ー ー ー ー ー

19

災害により住宅を滅失し自己の資力によっては居住する住宅

を確保できない被災者に対して、災害救助法（昭和22年

法律第118号）に基づき、民間賃貸住宅を神奈川県が借

上げて提供するもの

住宅が住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する

住宅がない者または、半壊であって、住み続ける

ことが困難は住宅、二次災害により住宅が被害

を受ける恐れがあり、ライフラインが途絶えている、

避難指示を受けているなど、長期にわたり自宅に

居住できないもの。

都市計画課開発指導係

本庁舎２階

内線289,242

賃貸型応急住宅

特別児童扶養手当の特例措置
損害を受けた月から翌年の７月までの支給停止を解除し、

手当を支給するもの

災害で被害を受けた受給者（家財または住宅

などの財産について、被害金額がおおむね２分の

１以上の損害をうけた方で、所得制限により、特

別児童扶養手当の支給が停止されている方）

子育て支援課

子育て支援係

本庁舎１階

内線306

住宅の応急修理

災害救助法を適用した市町で、被災した住宅の応急修理に

ついて支援するもの。応急修理のため、全壊・大規模半壊の

場合、修理が可能な場合。

災害のため住家が半壊し、自らの資力では応急

修理をすることができない者

都市計画課開発指導係

本庁舎２階

内線289,242

※各相談窓口にお問合せください。

住宅金融支援機構の返済、火災

保険等の請求、団体信用生命保

険についての相談窓口

詳細は、下記の相談窓口にお問合せ

１　返済：返済中の取扱金融機関の窓口

２　火災保険等の請求：0120（727）110

３　団体信用生命保険：0120（0860）78

４　災害復興住宅融資：0120（086）353

※各相談窓口にお問合せください。 住宅金融支援機構

一般廃棄物処理手数料の減免

災害により生じた一般廃棄物を自ら大磯町リサイクルセンター

（大磯町美化センター内）へ搬入する場合、ごみ処理手数

料を減免するもの

災害により住宅の被害を受けた方

美化センター施設係

大磯町美化センター（虫窪

66番地）

内線352,363

直通72-4438

教科書等の無償給与
災害救助法が適用された災害により、教科書や学用品等を

失った児童・生徒に対して支給するもの

災害により被害を受けた大磯町立の小・中学校

に在学する児童・生徒

学校教育課教育総務係

本庁舎４階

内線322


